
（歳入）

地方消費税交付金（社会保障財源化分） 197,234 千円

（歳出）

社会保障施策に要する経費 1,854,915 千円

（単位:千円）

障がい者福祉事業 393,992 173,141 97,880 1,669 20,434 100,868

高齢者福祉事業 75,260 8,801 22,270 7,444 36,745

児童福祉事業 677,220 145,754 51,621 35,495 74,853 369,497

母子福祉事業 34,899 4,166 1,088 4,994 24,651

小　　計 1,181,371 318,895 162,468 60,522 107,725 531,761

国民健康保険事業 135,991 16,114 45,367 12,552 61,958

介護保険事業 204,705 7,869 3,934 32,495 160,407

後期高齢者医療事業 194,383 30,679 775 27,446 135,483

小　　計 535,079 23,983 79,980 775 72,493 357,848

予防接種事業 37,918 300 97 6,321 31,200

母子保健事業 2,877 282 98 421 2,076

健康診断事業 23,361 117 510 2,832 3,353 16,549

公衆衛生事業 40,048 2,839 30,381 1,150 5,678

小　　計 104,204 699 3,544 33,213 11,244 55,504

共済負担金のうち共済年金
拠出金及び育児休業負担金 34,261 5,771 28,490

小　　計 34,261 5,771 28,490

1,854,915 343,577 245,992 94,510 197,234 973,602

※地方消費税交付金（社会保障財源化分）は、各事業に要する一般財源の比率に応じて按分し充当しております。

地方消費税（社会保障財源化分）が充てられる社会保障施策に要する経費

　 平成２６年４月１日から施行された消費税及び地方消費税の税率引上げに伴い、増収となった地方消費税交付金
については、その使途を明確化し、社会保障施策に要する経費に充てるものとされています。

その他

財源内訳

特　定　財　源 一　般　財　源

経費
引上げ分の
地方消費税
（社会保障
財源化分の
地方消費税

交付金）

国庫支出金 県支出金 その他

事　業　名

　令和４年度美浦村一般会計決算における社会保障施策経費への充当状況については、下記のとおりです。
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